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平成２７年度 

宮 崎 県 医 師 会 事 業 計 画 
 

 

宮崎県医師会は、平成24年４月１日に公益社団法人に移行し、４年目を迎

え、概ね順調に運営されている。偏に、会員のご指導及びご協力の賜物と心

より御礼申し上げる。 

我が国の医療を取り巻く環境は、一段と厳しくなっており、効率的な運営

を迫られている。医学・医療の進歩、国民の要求の高度化・多様化に、国の

医療政策が対応できず、多くの医療機関が疲弊し、救急医療・周産期医療・

小児医療のみならず、地域医療全体が危機的状況にある。少子高齢化の急速

な進展・産業構造の変化などにより、地域の人口規模や年齢構成が大きく変

わりつつある。医療計画・老人保健福祉計画、医師会事業計画等の策定にあ

たっては、十分に考慮する必要がある。 

医師の絶対数の不足、地域及び診療科間の偏在を是正すべく、県行政・宮

崎大学医学部・医師会・県内医療機関の協力体制ができつつある。特に、宮

崎大学医学部の救急医学部門の充実及びバックアップ体制の構築、地域医療

学講座の充実、各診療科間の協調体制の確立及び臨床研修プログラムの充実

など明るい展望が見られ、初期臨床研修医の増加が期待される。次は後期臨

床研修医及び若手医師の確保が喫緊の課題である。また、医療機関における

看護職員の不足は緊急に解決すべき深刻な問題である。 

宮崎県医師会は、県民の生命と健康を守るため、県民が安全で安心な医療

を受けられるように、地域共生の理念のもと、地域医療の充実・医療の地域

間格差の解消に努め、次の重要課題に取り組む。 

 

■本年度の重点項目■ 
１．国民皆保険制度の堅持 

２．地域医療の充実 

１）医師確保と偏在の是正 

２）看護職員不足の解消 

３）安定した医業経営が可能な診療報酬の確保 

４）地域医療構想策定への関与 

５）地域医療連携の推進 

６）在宅医療の推進 

７）医療と介護の連携推進 

８）地域包括ケアシステムの構築 

３．医療崩壊に繋がるTPP参入の阻止 
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具体的事項 
  

 

第１．生涯教育の強化充実 

１．宮崎県医師会医学会の開催 

２．日医生涯教育制度への対応 

３．新しい専門医制度への対応 

４．研修登録医制度の推進 

５．医学会誌の刊行及び優秀論文の表彰 

６．各郡市医師会、各専門分科医会、部会が開催する医学会への支援 

第２．医療保険対策 

１．医療保険診療内容の向上 

１）各郡市医師会、各専門分科医会による保険指導の推進 

２）日本医師会社保指導者講習会への参加と復講 

２．医療保険運営の円滑化 

１）保険指導への適切な対応 

２）審査委員会及び専門分科医会との緊密な連携 

３）疑義解釈・苦情処理への対応 

４）保険診療関係者との協議会の開催 

５）高齢者医療制度への対応 

６）平成 28 年度診療報酬改定の対応 

第３．その他の事項 

１．創立 127 周年記念医学会の開催 

２．自浄作用活性化と倫理向上に向けた取り組み 

 

 

第１．地域医療体制の整備 

１．地域医療対策の確立 

１）医師確保対策 

（１）県内研修医（前期・後期）の確保 

（２）宮崎大学医学部地域医療学講座への積極的支援と協力 

公益事業１ ◇生涯教育の推進と充実を図る事業 

公益事業２ 
◇地域医療及び救急医療の充実を図り、県民に公平な医療供給の推進を行

うとともに「健康社会」の構築に寄与する事業 
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（３）宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センターへの協力 

（４）女性医師離職防止・復職支援対策 

（５）医師の働きやすい環境の整備 

（６）女性医師支援センター事業ブロック会議の開催 

２）保健医療福祉の連携推進 

（１）次期県医療計画の検討・協議 

（２）地域医療構想の検討・協議 

（３）病床機能報告制度への対応 

（４）地域医療介護総合確保基金の活用 

（５）糖尿病対策の推進 

（６）肝炎対策の推進 

（７）慢性腎臓病対策の推進 

（８）地域リハビリテーション活動の支援 

（９）難病患者対策への協力 

（10）認知症対策の推進 

３）在宅医療の充実 

（１）かかりつけ医療の推進 

（２）多職種協働による医療連携の推進 

（３）プライマリ・ケアの推進 

（４）県医師会在宅医療協議会の推進  

（５）緩和ケアへの積極的な取り組み 

（６）宮崎県医療介護推進協議会及び在宅医療・介護連携協議会への協力 

（７）在宅医療トレーニングラボの運用とその支援 

４）医療情報システムの構築 

（１）TV 会議システム活用の推進 

（２）日医標準レセプトソフト（ORCA）利用の促進  

（３）日医電子認証センター・医師資格証（IC カード）の普及・推進 

（４）電子カルテ導入など会員施設 IT 化への支援  

（５）はにわネットを利用した地域医療連携の推進 

５）救急医療体制整備及び関係機関との連携 

６）大規模災害医療への対応及び対策の推進 

（１）各医師会・会員・行政等との連絡網の確立 

（２）JMAT の位置づけ・訓練体制の確立 

（３）DMAT への協力 

（４）災害時備蓄用品の整備 

（５）トリアージの理解及び教育 
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（６）検案体制の構築 

７）小児救急医療電話相談事業の推進 

８）各種検診事業の維持・啓発、各種がん検診等研修の実施  

９）特定健診・特定保健指導事業への協力 

10）県地域医療・福祉推進協議会活動の推進 

11）へき地医療への協力 

12）医師会立共同利用施設への協力 

13）臨床検査精度管理事業の推進 

14）ACLS（二次救命処置）研修会実施及び AED 等の救急医療に関する知識・技術の普及 

15）うつ病医療連携・自殺対策事業への協力 

16）治験促進センター機構の普及推進 

17）その他の地域医療活動への協力 

第２．医療安全対策 

１．医療安全への積極的な取り組み 

１）医療安全対策研修会の開催 

２）医療安全に関する通知等の迅速な伝達 

２．個人情報保護法への適切な対応 

第３．介護保険対策 

１．高齢者介護・医療の充実 

２．県認知症疾患医療センターおよび認知症サポート医との連携 

３．主治医研修会の開催 

４．認定審査会への協力 

５．地域包括ケアシステムへの対応 

６．宮崎県高齢者保健福祉計画への協力 

７．介護関連団体との連携強化 

１）宮崎県訪問看護ステーション連絡協議会への協力 

２）宮崎県認知症高齢者グループホーム連絡協議会への協力 

３）宮崎県介護支援専門員協会への協力 

８．研修会の開催、日医講習会（連絡協議会）への参加と復講 

９．次期介護保険制度改定への対応 

第４．医療関係者対策 

１．医療従事者の確保と質の向上の推進 

２．医療従事者の地位向上の推進 

３．准看護師養成制度の堅持 

４．看護職養成施設への協力 

５．労働環境の整備促進 
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６．医療勤務環境改善支援センターの設置 

７．日医医療秘書養成施設への協力 

８．全国医師会医療秘書学院連絡協議会への協力 

９．スプリンクラー設置補助事業への対応 

第５．広報活動 

１．県医ホームページの充実 

２．情報統計調査活動 

３．行政機関・報道機関その他関係諸団体との連携 

４．花粉情報の提供 

第６．勤務医との連携・協調 

１．勤務医部会活動への積極的な取り組み 

２．未加入勤務医の入会促進 

３．研修医の入会促進 

第７．各郡市医師会との連携 

１．各郡市医師会が行う事業への協力 

２．各郡市医師会長協議会の開催 

３．各郡市医師会役員連絡協議会の開催 

第８．各専門分科医会との連携 

１．各専門分科医会との連携 

２．各専門分科医会長会の開催 

第９．その他の事項 

１．会員情報システムの整備 

２．医師会活性化の検討 

３．宮崎大学医学部並びに公的機関との連携 

１）宮崎大学医学部教授との懇談会の開催 

２）新研修医診療報酬等説明会・祝賀会の開催 

３）県福祉保健部・病院局との懇談会の開催 

４．九州首市医師会連絡協議会への協力 

５．医療情報コーナーの充実 

６．救急医療情報室の整備・充実 

７．警察医会への協力 

 

 

公益事業３ ◇県民の健康保持・増進に寄与する事業 
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第１．地域医療体制の整備 

１．公衆衛生活動 

１）健康教育への積極的展開 

（１）県民への健康セミナーの開催 

（２）県民への健康教育の推進 

（３）健康教育に関する各郡市医師会への協力 

（４）健康教育事業費補助事業の実施 

２）感染症・新型インフルエンザ等対策の推進 

３）予防接種への協力・啓発 

（１）予防接種率向上の推進 

（２）予防接種体制・内容の充実と整備 

４）精神保健福祉活動の推進 

５）障害者医療・福祉活動の推進 

６）環境問題・在宅医療廃棄物対策の推進 

７）公害病関連健診への協力 

８）たばこ対策の推進 

２．健康スポーツ医学の推進 

１）スポーツ医学の普及啓発 

２）各競技団体・各種スポーツ団体との連携 

３）スポーツドクター制度の充実 

４）スポーツメディカルネットワークの推進 

５）宮崎県スポーツランド構想との連携 

第２．広報活動 

１．新聞・テレビ・ラジオ等による広報活動の推進 

２．県民からの医療・健康相談への対応 

 

 

第１．地域医療体制の整備 

１．母子保健、母体保護活動 

１）母体保護法の適正な運用 

２）母体保護法指定医師研修会の開催 

３）家族計画・母体保護法指導者講習会への参加 

４）関係諸団体の行う母子保健事業への協力 

５）周産期医療の地域化の体制充実 

公益事業４ ◇保健事業の一体的推進を行う事業 
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６）０歳児虐待防止のための妊婦相談窓口事業推進 

２．乳幼児保健の推進と協力 

１）成育基本法制定の推進 

２）乳幼児健診の推進 

３）園医活動への協力と推進 

４）育児支援体制の充実の推進 

５）障害児医療・福祉活動の充実 

６）乳幼児虐待対応への協力 

３．学校保健の推進と協力 

１）学校医活動への協力と推進 

２）児童・生徒の心臓・腎臓・小児生活習慣病健診事業への協力 

３）運動器検診事業への協力 

４）学校教師・PTA・児童・生徒への性感染症に関する知識の普及及び性教育の実施 

５）児童・生徒の精神保健活動の推進 

６）学校保健会への協力 

７）児童・生徒の予防接種率向上の推進 

４．産業保健活動 

１）日本医師会認定産業医制度事業の推進 

２）産業医研修会の開催 

（１）主催研修会の開催 

（２）郡市医師会等研修会との共催 

３）三者協議会（医師会・労働局・事業所）の推進 

４）宮崎産業保健総合支援センターへの協力 

５）県立学校職員の健康管理への協力 

６）ストレスチェックを中心とした改正労働安全衛生法への対応 

 

 

第１．会員福祉対策 

１．諸印刷物の斡旋 

２．医療経営の安定化への協力 

３．医業税制への対応 

４．日医年金への適切な対応 

５．医師国保組合への協力 

その他の事業 

◇物品販売と集金代行業務を行い、医業経営合理化を支援する事業 

◇社会保険医療の適正かつ円滑な運営と医業経営を安定して行うため

の支援を行う事業 

◇他団体に本会会館の一部を貸与する賃貸事業 
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６．医師協同組合への協力 

７．宮崎県病院厚生年金基金への協力 

８．日本医師・従業員国民年金基金への協力 

９．高齢会員への祝賀 

10．金融機関対策 

第２．医療安全対策 

１．医事紛争の適切な処理及び迅速化並びに調査機能の強化 

２．院内医療事故調査委員会設置への支援体制作り 

３．医療事故調査制度による医療事故調査・支援センターの設置 

４．診療情報提供の推進 

第３．広報活動 

１．日州医事の刊行 

２．医家芸術展の開催 

３．苦情処理 

第４．地域医療体制の整備 

１．労災保険診療の向上 

１）労働局関連業務への協力 

２）審査支払業務への適切な対応 

３）研修会の開催 

２．交通事故医療対策 

１）自動車損害賠償責任保険制度への対応 

２）第三者（加害者）行為傷病医療への対策 

３）宮崎県損害保険医療協議会（三者協議会）の連携強化 

第５．その他の事項 

１．公益法人制度への対応 

１）適正な法人運営と郡市医師会への情報提供 

２．九州医師会連合会事業への協力と参加 

１）常任委員会 

２）定例・臨時委員総会 

３）各種対策協議会 

４）九州医師会総会・医学会、記念行事 

５）九州ブロック日医代議員連絡会議 

３．日本医師会が行う事業への協力と参加 

４．日本医学会への協力 

５．医師会事務の効率化 

１）各郡市医師会事務（局）長連絡会並びに各郡市医師会事務局職員研修会の開催 
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２）事務組織の合理化 

３）事務職員の研修 

４）事務の OA 化の推進 

６．三師会との連携 

７．その他必要な事項 
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□各種委員会 
 

１． 生涯教育の強化充実 

１）学術生涯教育委員会 

２）医学会誌編集委員会 

２． 医療保険対策 

１）医療保険委員会 

３． その他の事項 

１）倫理向上・自浄作用活性化委員会 

 

１．地域医療体制の整備 

１）地域医療ビジョン委員会 

２）医師確保対策委員会 

３）救急医療委員会 

４）共同利用施設委員会 

５）女性医師委員会 

２．医療安全対策 

１）医療安全対策委員会 

３．介護保険対策 

１）介護保険委員会 

４．医療関係者対策 

１）医療関係者対策委員会 

５．広報活動 

１）情報システム委員会 

６．勤務医との連携・協調 

１）勤務医委員会 

 

１． 地域医療体制の整備 

１）健康教育委員会 

２）健康スポーツ医学委員会 

３）公衆衛生・感染症委員会 

４）予防接種委員会 

公益事業１ ◇生涯教育の推進と充実を図る事業 

公益事業２ 
◇地域医療及び救急医療の充実を図り、県民に公平な医療供給の推進を行

うとともに「健康社会」の構築に寄与する事業 

公益事業３ ◇県民の健康保持・増進に寄与する事業 
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１．地域医療体制の整備 

１）母体保護法指定医師審査委員会 

２）母体保護法不服審査委員会 

 

１．会員福祉対策 

１）会員福祉委員会 

２．医療安全対策 

１）医事紛争対策委員会 

２）医療苦情処理委員会 

３）診療情報提供推進委員会 

３．広報活動 

１）広報委員会 

４．その他 

１）給与検討委員会 

２）人事等管理委員会 

３）諸規程検討委員会 

 

 

□各種部会 
 

 学 校 医 部 会 

 園 医 部 会 

 病 院 部 会 

 医 療 法 人 部 会 

 労 災 部 会 

 産 業 医 部 会 

 勤 務 医 部 会 

公益事業４ ◇保健事業の一体的推進を行う事業 

その他の事業 

◇物品販売と集金代行業務を行い、医業経営合理化を支援する事業 

◇社会保険医療の適正かつ円滑な運営と医業経営を安定して行うため

の支援を行う事業 

◇他団体に本会会館の一部を貸与する賃貸事業 


